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被災地等における安全・安心の確保対策の推進について

時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の運営に

格別なご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、東北地方太平洋沖地震の被災地並びに福島第一及び第二原子力発電所事故

に係る避難指示対象地域等において、混乱に乗じた犯罪等の発生が懸念されている

ことに鑑み、政府では、本年３月３１日、犯罪対策閣僚会議の下に「被災地等に

おける安全・安心の確保対策ワーキングチーム」を設けた上、関係省庁が連携し、

被災地等における安全・安心の確保に係る総合的な検討をしてきたところ、別紙１

のとおり「被災地等における安全・安心の確保対策について」が取りまとめられま

した。その詳細な内容は、別紙２「被災地等における安全・安心の確保対策」の

とおりです。

それを踏まえ、特に警備業に関して、別添のとおり警視庁生活安全総務課長から

適正な警備業務の実施に関する標記文書（要請）がまいりました。

つきましては、会員の皆様には、生活安全産業として位置付けられている警備業

が、本要請文書に示されているような不適正な警備業務の提供により、苟も国民の

信頼を失うようなことがないよう、経営者等会社幹部自らが契約内容等を把握する

とともに、社員全員に、かかる内容を周知徹底の上、適正な警備業務を実施して

頂きますようお願い申し上げます。

なお、協会ホームページにも掲載しておりますことを申し添えます。

※ 要請文書の別添「被災地等における安全・安心の確保対策について」は、

本文書の別紙１「被災地等における安全・安心の確保対策について」及び

別紙２「被災地等における安全・安心の確保対策」と同一内容であることを

ご承知おきください。






